
 

 

 

パッケージ型固定泡消火設備 
（スーパーセルフ） 

危険物保安技術協会 型式試験確認済 

【 取扱説明書 】 
 

 

機種 ＳＢＦ－１１０Ｅ－５ 

 ＳＢＦ－１１０Ｅ－５Ｃ（寒冷地仕様） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

この度は、弊社のセルフサービスステーション専用のパッケージ型固定泡消火設備

を設置していただき、誠にありがとうございます。 

安全にご使用いただくために、本書を必ずお読みください。 

お読みになった後は、本書を大切に保管してください。 
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１．各部の名称  
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番号 名称 

1 消火薬剤貯蔵容器 

2 格納箱 

3 加圧用ガス容器 

4 圧力調整器 

5 バルブ開放装置 

6 地区選択弁 

7 制御部 

8 起動装置 

9 起動押釦 

10 地区選択釦 



 

２．操作方法   

＜放射開始＞ 

起動装置による押釦起動方法。（ＳＳＣ連動の場合、ＳＳＣの取扱説明書を参照してください。） 

1. 目視にて火災発生場所（対象レーン）を確認する。 

 

2. 起動押釦を押釦封板の上から強く押す。 

起動灯が約１分間点灯します。 

 

3. 対象地区釦を押す。 

起動灯の点灯中に地区選択釦を押すと、地区灯が点灯し、対象地区へ消火薬剤が放出されます。 

地区選択釦を押してから１分以内は対象地区の変更が可能です。 

 

 

起動灯が点灯している間（約 1 分）に地区選択釦を押してください。 

地区選択釦を押さなかった場合、起動灯が消灯し、監視状態へと自動的に復旧します。 

自動的に復旧した場合、起動押釦を再び強く押し、起動灯点灯中に地区選択釦を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜放射停止＞ 

消火薬剤の放射を途中で停止させる方法。 

1. 格納箱内のストップバルブを閉にする。 

 

2. ガス導入バルブを閉にする。 
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注意 



 

＜手動起動（停電時等）＞ 

 

 

専用工具は、長短２種類付属しております。先端が細くなっている方を差し込んでください。 

 

1. バルブ開放装置の手動操作用穴に付属の専用工具（短）を差し込み、 

「Ｏ」マークが矢印の位置にくるまで、左から右へ廻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊２回廻すと「Ｏ」マークが見えます。 

 

2. 火災発生場所を確認し、付属の専用工具（長）を対象地区選択弁に差し込み、 

開方向に廻しきる。 

 

 

 

 

 

 

 

    

＊偶数系統は逆方向になります。 

 

 

 

上記それぞれの開操作が不完全な場合、正常な薬剤放射が行えません。 

 

３．使用後の注意事項   

＜放射後の薬剤処理＞ 

 放射された消火薬剤は、全量で１１１Ｌになります。 

記銘板に記載された泡消火薬剤の最新のＳＤＳをご確認の上、 

該当法規に従って廃棄物処理を行ってください。 

  

 

 

消火薬剤は中性で、特に毒性や皮膚に付着した時の強い刺激性はありませんが、 

眼に入った時には流水でよく洗眼し、皮膚に付着した場合にはよく洗い流してください。 

眼の充血や痛み、皮膚の発疹等の異常がある場合には早急に医師の診断を受けてください。 

 

＜放射後の消火設備の整備＞ 

 緊急連絡先（点検業者、施工業者または最寄りの弊社営業所）に連絡し、整備を依頼してください。 

 

 

 

消火設備の整備に際しては、有資格者（消防設備士 甲種/乙種 第２類）による作業が必要です。 
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注意 

警告 

注意 

注意 



 

４．日常点検   

1. セルフ泡消火設備本体部 

  各バルブが正常位置であること。 

  ガス導入バルブ ・・・開 

  ストップバルブ ・・・開 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 圧力調整器 

  一次圧力計指針 ・・・0 MPa（常時） 

  二次圧力計指針 ・・・0 MPa（常時） 

 

 

 

 

3. 制御部（格納箱内左上部に設置） 

  電源灯 ・・・点灯 

 

 

 

 

4. 起動装置（スタンド室内に設置の押釦） 

  電源灯 ・・・点灯 

  押釦封板 ・・・破れていないこと。 

 

 

 

 

5. 泡ヘッド 

  ヘッドキャップが確実にセットされていること。 

  ヘッド近くに放射の障害になる物がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用設備は、消防法により定期的に設備の「機器点検」や「総合点検」を行い、その結果を消

防長または消防署長に報告するとともに、その維持のために必要な措置を行わなければならない

とされています。 

定期点検や必要に応じた整備を行い、初期の機能を維持して頂きますようお願いします。 

点検の結果、整備を必要とする場合は、業者に相談のうえ早期に実施してください。 
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注意 



 

 

 

 

５．薬剤放射後の復旧操作   

＜電源しゃ断＞ 

  格納箱内左上部に設置してある制御部の電源スイッチを「ＯＦＦ」にし、 

  電源灯が消灯していることを確認する。 

 

 

＜排気操作＞ 

1. バルブ開放装置に付属の専用工具（短）を差し込み、 

「Ｓ」マークが矢印の位置にくるまで右から左に廻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 圧力調整器のリーク弁を押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス導入バルブは開にし、ガスの排出音が無くなるまで押し続けること。 

 

 

 

消火薬剤貯蔵容器および配管内が残留ガスにより加圧された状態になっている可能性があります。 

排気操作を必ず実施し、残留ガスを確実に排気してから以降の操作へすすんでください。 

 

 

 

＜復旧操作＞ 

1. 加圧用ガス容器の交換 

① 圧力調整器の指針が「0」である事を確認する。 

② ガス導入バルブを閉める。 

③ ナイロンチューブ及びバルブ開放装置への結線のコネクターを外す。 

④ ボンベ締付けバンドを外し、加圧用ガス容器を取り外す。 

⑤ 圧力調整器を取り外す。 

⑥ バルブ開放装置の取付けネジを緩め、上方向へ取り外す。 

（＊７ページのバルブ開放装置着脱方法を参照） 

⑦ 新しい加圧用ガス容器と交換する。 
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以降の操作は消防法により有資格者（消防設備士）が作業してください。 

注意 

警告 



 

2. 薬剤封板の交換 

使用済みの薬剤封板を新しいものと交換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 泡消火薬剤の充填 

① 薬剤充填蓋を開け、記銘板に記載の指定薬剤を規定量充填する。 

 ＊指定薬剤・・・・ 機械泡（水成膜）消火薬剤 

 薬第２７～５号 スーパーセルフ用（ＦＳＳ） 

 薬第２７～４号 ハイパーフォーム（ＦＦ）・・・・寒冷地仕様 

 ＊規定量・・・・・ ３７Ｌ/１本×３本（合計１１１Ｌ） 

 

② 薬剤充填後は充填蓋を確実に締め付けてください。 

 

 

4. 泡ヘッド部の復旧 

   薬剤放射後は放射区画配管内に薬剤が残留しています。 

フラッシングを行った後、ヘッドキャップを嵌め戻してください。 

 
 

5. 制御部の電源を入れる。 

制御部及び起動装置（押釦）の電源灯が点灯します。 

 

＊制御部電源灯 ・・・点灯 

＊起動装置電源灯・・・点灯 

 

 

6. ガス導入バルブを開ける。 

ガス導入バルブとストップバルブを開けて完全復旧をしてください。 

 

＊ガス導入バルブ・・・開 

＊ストップバルブ・・・開 
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６．バルブ開放装置着着脱方法 

＜バルブ開放装置の外し方＞ 

1. 締め付けボルトを緩める。（３箇所） 

 

 

 

 

 

 

2. 上方向へ引き上げて外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜バルブ開放装置の取付け方＞ 

 

 

バルブ開放装置の矢印の位置に「Ｓ」マークがあること（閉位置）を確認してください。 

 

1. 新しい加圧用ガス容器に圧力調整器を取付ける。 

2. バルブハンドルを外す。 

3. バルブ上部の■部分にアタッチメントを装着する。 

4. バルブ開放装置の溝に合うように装着する。 

5. 締め付けボルトを締付ける。（３ヶ所） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊バルブ開放装置は専用工具（短）が差し込める方向でセットすること。 

 

 

 

 バルブ開放装置が正しくセットされていないと、正常に動作できません。 
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注意 

警告 



 

７．機器点検・総合点検  

＜点検、報告業務＞ 

すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準 

（消防法第１０条第４項）を維持する義務（消防法第１２条第１項）が課せられており、 

常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。 

 

また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、 

その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務（消防法第１４条の３の２）があります。 

 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に設置されているパッケージ型固定泡消火設備の定期点検に

ついては、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年５月２８日付け消防危

第 ４８ 号）別記１１－３の泡消火設備点検表により点検してください。 

 

機器点検…６ヶ月に１回以上 

 機器の機能を外観および操作により判別する。 

 

総合点検…１年に１回以上 

 設備の一部を作動させることにより、設備の総合的な機能を確認する｡ 

 

＜機器点検＞ 

A) 加圧用ガス容器の内圧測定 

① ガス導入バルブを閉める。 

② 加圧用ガス容器のバルブ開放装置に付属の専用工具（短）を差し込み、 

「Ｏ」マークが矢印の位置にくるまで左から右へ廻す。 

③ 一次圧（高圧側）の指針が下図の使用限界圧力以下の場合、 

新しい加圧用ガス容器と交換するか、再充填を行ってください。 

④ 測定終了後はバルブ開放装置の「Ｓ」マークが矢印の位置にくるまで右から左へ廻し、 

圧力調整器のリーク弁を押して窒素ガスを完全に排気してください。 

⑤ ガス導入バルブを開ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総合点検＞ 

B) 泡消火薬剤を放射することなく各機器の動作を確認する場合 

① ガス導入バルブ、及びストップバルブを閉める。 

② 前述「起動操作」の要領により、起動押釦を押してから任意の地区選択釦を押すと、 

バルブ開放装置が作動し、対象地区の選択弁が開となります。 

③ 上記操作確認後は、機能点検と同様の手順で復旧してください。 

 

 ＊地区選択弁は制御部の電源を「ＯＦＦ」にしてから、再度「ＯＮ」にすると自動的に閉となります。 

 

C) 泡消火薬剤・水又はガスを放射し、各機器の動作を確認する場合 

別紙「 パッケージ型固定泡消火設備点検要領書 」を参照してください。 
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８．更新推奨期間と定期交換推奨部について  

更新推奨期間を経過した製品は、経年劣化による性能の低下や故障のリスクが高まることが懸念されます。     

設置環境の影響などにより、定期点検時に異常（欠損、錆、傷、変形等）が確認された場合は、更新推奨

期間の期間内であっても製品更新をご推奨いたします。 

設 備 外 観 図 

 
※図は８系統の例、最大系統数によって外観は異なります。 

更新推奨期間 設置後１５～２０年 

定 期 交 換 

推 奨 部 品 

対象構成部品 推奨時期 数量（１台あたり） 

消火薬剤 （指定薬剤） １０年 １１１Ｌ（３７Ｌ×３本） 

消火薬剤貯蔵容器（液） １０年 ３本（３９.０Ｌ×３本） 

バルブ開放装置 １０年 １個 

起動装置 １０年 １個 

制御部 １０年 １個 

地区選択弁 １０年 全系統数 

ナイロンチューブ １０年 ３本 

圧力調整器 １０年 １個 

消 火 薬 剤 

放 出 時 

交 換 部 品 

対象構成部品 数量（１台あたり） 

消火薬剤 （指定薬剤） １１１Ｌ（３７Ｌ×３本） 

薬剤封板 １枚 

加圧用ガス容器（N2） １０Ｌ×１本 

押釦封板（破壊時） １枚 

指定薬剤・・・・機械泡（水成膜）消火薬剤 

薬第２７～５号 スーパーセルフ用（ＦＳＳ） 

薬第２７～４号 ハイパーフォーム（ＦＦ）・・・・寒冷地仕様 

＊定期交換推奨部品とは、推奨時期毎を目安とした交換を推奨する部品です。 

定期点検時に異常が認められた部品は、推奨時期を問わず速やかに交換してください。 

 

＊消火薬剤放出時交換部品とは、消火薬剤放出後の復旧時に必ず交換いただく部品です。 

 消火薬剤の流路（ヘッド、配管、選択弁および分岐管等）を再使用される場合、必ず洗浄を実施

してください。また、復旧時は定期点検時期を問わず機器点検を行い、異常が認められた部品は

速やかに交換してください。 

 

＊定期交換および消火薬剤放出時交換は、泡消火設備の整備に該当します。 

有資格者（消防設備士 甲種/乙種 第２類）による作業が必要です。 

弊社のパッケージ型固定泡消火設備の構造を熟知した専門業者にご依頼ください。 

   

  ＊対象構成部品は、改良のため予告なしに変更することがあります。 

常に最新の情報を確認し、弊社が指定する部品を使用してください。 

また、製品の改造は行わないでください。 

  9 



 

製品の品質保証期間について 

本設備に使用されている機器類の保証期間は、お客様引渡し後１年間となっております。 

 

・保証対象 

正しく維持管理され、説明書に従った使用状態にもかかわらず 

保証期間内に品質上の不具合により機能しなかったことが確認された場合には 

当該製品の無償修理または無償にて新しい製品(同等製品を含みます)と 

お取替えいたします。 

前記以外の補償、賠償はご容赦願います。 

また、消火できなかった場合の火災の損害等についての補償、賠償はご容赦願います。 

   

  下記事項が原因である場合、補償対象外とさせて頂きます。 

   

  ・対 象 外 

  1.取扱説明書記載の使用条件以外で使用した場合 

2.使用上の不注意による場合 

3.物品の落下、ぶつかり等による場合 

4.経時的に発生した塗装・メッキ部分の退色やサビ 

5.法令に基づく保守管理が行われていない場合 

6.保守管理において不具合が発生していたにもかかわらず適切な措置を講じなかった場合 

7.不当な修理、調整、改造等が行われた場合 

8.使用頻度が高く、自然摩耗する部品(消耗部品) 

9.地震・落雷・塩害・火災・風水雪害等の天変地変による場合 

10.その他、上記に準ずる場合 
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緊急時の連絡先 

※必ず緊急連絡先を記入してください。 

点検業者 

 

 〒          住所                       

                    ＴＥＬ              

 会社名                ＦＡＸ              

 

 

施工業者 

 

 〒          住所                       

                    ＴＥＬ              

 会社名                ＦＡＸ              

 
 
 販 売 店 
 
 
 
 

 

 

 

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－１－１ 

お客様相談室 TEL：0467-85-1210（土日祝休） 

 

改良等により予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。 
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